
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年９月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第１１２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月２１日 １４時１５分ごろ 

発生場所 兵庫県赤穂市赤穂港 赤穂港第２千鳥防波堤灯台から真方位１４７°１,４

００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４３.２′ 東経１３４°２２.９′） 

事故等調査の経過 平成２２年６月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 作業船 第８ハリマ丸、５.６トン 

 船舶番号、船舶所有者等 ２６０－１７８５５兵庫、ハリマシッピングサービス株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵板及びプロペラ曲損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約０.３ｍ、船尾約０.９ｍの喫

水で、播磨灘を速力約１５ノットで西進中、平成２２年５月２１日１４時

１５分ごろ、赤穂港南南東方沖の浅所に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視程 約３０ｍ 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析 本船は、視界制限状態の赤穂港南南東方沖を西

進中、船長が、マグネットコンパスを見ながら航

行し、レーダーで船位の確認を適切に行わなかっ

た可能性があると考えられる。 

船長は、赤穂港南南東方沖周辺の航行経験が豊

富であったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、視界制限状態の赤穂港南南東方沖を西進中、船長が

レーダーで船位の確認を適切に行わなかったため、赤穂港南南東方沖の浅

所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

 

 




